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令和2年度
70周年記念事業 開催予定!!

at 神戸ハーバーランド スペースシアター

11月7日（土）

「くらしの防災フェスタ」
～楽しく知ろう 学ぼう 備えよう～

開催に向けて全力で準備中!

兵庫県土地家屋調査士会
暫定公認キャラクター
「しらべマスオ」 兵庫県土地家屋調査士会
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　皆様、こんにちは、本日、第７９回定時総会を開催す

るにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、世界的なパンデミッ

クの最中での定時総会の開催にご理解ご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

　さて、新型コロナウイルス感染拡大を受けまして本

年 ４ 月 ７ 日に兵庫県を含む ７ 都府県に緊急事態宣言が

発令され、 ４ 月１６日には緊急事態宣言の対象地域が全

国に拡大されました。また、 ５ 月 ４ 日には依然として

厳しい状況が続いていることから ５ 月３１日まで緊急事

態は延長されましたが、昨日兵庫県、大阪府、京都府

の近畿 ２ 府 １ 県で緊急事態宣言が解除されるに至りま

した。緊急事態宣言から １ か月半が経過し、社会経済

活動と感染防止策の両立を目指す新たな生活が始まり

ましたが、引続き兵庫県知事からの休業要請や不要不

急の外出自粛要請は継続しております。このような中、

本日の総会は、日本を含む多くの国と地域で、新型コ

ロナウイルス感染から、人々の生命に重大な危険が生

じている現状において、更なる感染拡大を防止し、適

切な行動を取る必要があると考え、政府及び地方自治

体の要請に従い、感染拡大防止に伴う三つの密を避け

るための対策として、「会場に集合する人数を少人数

とすることが望ましい。」との連合会の見解を受け、

事前登録をして頂いた会員を限定とし、ほかの会員の

皆様には積極的な委任状出席による議決権行使にご協

力をいただきました。

　本日は、会場にお越しでない会員様向けに、総会の

映像を本会ウェブサイト内において生配信をさせてい

ただいております。初めての経験であり、聞こえにく

い点があるかもしれませんが、会員の皆様には、ご協

力よろしくお願いいたします。また、会場にお越しの

皆様には、外出自粛要請の中、ご出席いただきまして、

誠にありがとうございます。

　新型コロナウイルスは、全国で緊急事態が解除され

ても、身の周りにウイルスは確実に存在し、国民生活

に大きな影響を及ぼすと共に、日本経済への影響も甚

大で先行き不透明な現状となっております。

　このような状況の中、昨年度は、南海トラフ地震へ

の備えとして、約２００名の会員が被災したと仮定して、

１ 年間会費を免除するための、大規模災害対策会費減

免引当金のご承認をいただき、創設をさせていただき

ました。今般のコロナウイルスの感染拡大により日本

経済は、先行きが不透明であり、会員の生活に業務に

今後影響が生じることが予測されます。兵庫県土地家

屋調査士会としては、会費減免引当金の援用として、

令和 ２ 年度の後期会費の一部を減免させて頂く方向で

検討してまいりたいと考えております。

　さて、令和元年度の事業につきましては、後程、ご

報告申し上げますが、各部、委員会、境界問題相談セ

ンターひょうごが、各々の持ち場で土地家屋調査士の

資質向上、業務の拡大、社会的認知度向上に向けた活

動を行ってまいりました。ただ、後期に入り、今年の

１ 月から発生した新型コロナウイルス感染により、事

業がストップし予算が残っている部会がございます。

今般の事情を察していただき、総会における慎重審議

をよろしくお願い致します。

　なお、本日の総会は、土地家屋調査士法の一部改正

に伴う会則一部改正と阪神・尼崎支部合併に伴う役員

等選任規則の一部改正等を予定しておりますのでご審

議も併せてよろしくお願いいたします。

　最後になりましたが、この難局を乗り越え、平和な

日常生活が一日でも早く取り戻せることを祈念いたし

まして、冒頭のご挨拶といたします。

会 長 挨 拶
兵庫県土地家屋調査士会
会　長 橋　詰　繁　美

令和 ２年 第７９回定時総会
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　本日ここに、兵庫県土地家屋調査士会定時総会が開

催されましたことを、心からお祝い申し上げます。

　兵庫県土地家屋調査士会並びに会員の皆様には、平

素から、不動産の表示に関する登記事務手続のほか、

筆界特定制度や法務局備付地図整備作業といった法務

局が所掌する各種事務の適正・円滑な遂行のために、

格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　本年は土地家屋調査士制度が創設されて７０周年とな

ります。この間、その使命である不動産に係る国民の

権利の明確化に大きく貢献いただきました。これもひ

とえに会員の皆様の熱意と御尽力の賜物であり、深く

敬意を表します。

　また、表彰を受けられました会員の皆様は、多年に

わたり土地家屋調査士業務に精励され、土地家屋調査

士制度の充実・発展に大いに貢献されるとともに、登

記事務の適正な処理及び法務行政の運営に寄与されま

した。その御功績は誠に顕著であり、改めて敬意を表

しますとともに、今後の御健勝と益々の御活躍を祈念

いたします。

　世界中で新型コロナウイルスが猛威を振るう中、本

年 ４ 月 ７ 日に改正新型インフルエンザ等対策特別措置

法に基づく緊急事態宣言が発せられ、兵庫県下におい

て外出自粛の要請がされました。当局においても、感

染拡大防止のため、職員数を抑制しながら事務を処理

しております。そのため、事務処理に時間を要してお

りますことをお詫び申し上げますとともに、会員の皆

様の御理解と御協力に感謝を申し上げます。

　本日はせっかくの機会ですので、民事行政を取り巻

く情勢について、 ４ 点ほど申し述べさせていただきま

す。

　 １ 点目は、政府における喫緊の課題とされている、

「所有者不明土地問題」についてです。

　昨年 ５ 月１７日には、不動産登記の表題部所有者欄の

氏名・住所が正常に記録されていない土地の解消を図

るため、「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適

正化に関する法律」が成立し、昨年１１月２２日の法律の

一部施行をもって解消作業を始めているところです

が、土地家屋調査士の皆様には、所有者等探索委員と

してこの作業において大きな役割を果たしていただく

必要がありますので、引き続き積極的な御協力をお願

いいたします。

　 ２ 点目は、登記所備付地図の整備についてです。

　本年度は、従来型地図作成作業を三木市において実

施しているほか、大都市型地図作成作業を神戸市東灘

区魚崎地区において実施しています。

　経済の活性化やインフラ整備といった観点のみなら

ず、自然災害への備えという観点からも重要な事業で

すので、引き続き会員の皆様のお力添えを賜りますよ

うお願いいたします。

　 ３ 点目は、筆界特定制度についてです。

　令和元（平成３１）年における当局の申請件数は、

１０５件、１９５筆界に上り、全国でも有数の取扱件数とな

祝 辞
神戸地方法務局
局　長 石　打　正　己

令和 ２年 第79回 定時総会（祝辞）
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っております。

　このような件数を円滑に処理することができており

ますのも、会員の皆様が筆界調査委員として、あるい

は、申請代理人として御尽力いただいている結果であ

ります。この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。

　 ４ 点目は、登記オンライン申請の利用促進について

です。

　昨年１１月１１日から、土地家屋調査士が代理人として、

オンラインにより表示に関する登記の申請をするとき

は、原則として、添付情報の基となった書面の提示を

求めない取扱いとされました。これにより、オンライ

ンによる登記申請の利便性は大きく向上したといえま

す。

　会員の皆様におかれましては、オンライン申請の利

用促進に向けて、より一層の御理解と御協力をお願い

いたします。 

　以上 ４ 点ほど申し述べさせていただきましたが、民

事行政を取り巻く情勢は、時代の変化とともに多様化

してきており、種々の課題が山積しております。これ

ら諸課題に取り組むには、表示に関する登記や筆界の

専門家である土地家屋調査士の皆様の専門的な知見の

活用が不可欠であり、皆様の御支援と御協力なくして

達成できるものではありません。

　昨年 ６ 月 ６ 日に成立しました「司法書士法及び土地

家屋調査士法の一部を改正する法律」においては、土

地家屋調査士の皆様の御活躍の場が大きく広がってい

る近時の状況を踏まえ、土地家屋調査士の専門家とし

ての使命を明らかにする規定が設けられました。

　皆様におかれましては、改正法の趣旨にのっとり、

今後とも、その専門性を遺憾なく発揮されるとともに、

適正な土地家屋調査士業務を遂行され、土地家屋調査

士制度の更なる発展及び我が国の社会の発展にますま

す寄与されることを御期待申し上げます。

　結びに当たり、兵庫県土地家屋調査士会のますます

の御発展と、会員の皆様の御活躍、御健勝を祈念いた

しまして、私の祝辞とさせていただきます。

3２０２０・7・No. ５63　●

調査士



祝 辞

令和 ２年 第79回 定時総会（祝辞）

日本土地家屋調査士会連合会
会　長 國　吉　正　和

　定時総会の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。

　日頃から会長を始めとして、役員の皆様、そして、

会員の皆様には、日本土地家屋調査士会連合会の会務

運営につきまして、ご理解・ご協力をいただいており

ますこと誠に心強く感謝を申し上げます。

　例年であれば、定時総会には、会長である私または

代理の役員がお伺いしご挨拶申し上げさせて頂いてお

りました。このたびは、私が会長に就任して初めての

機会であり、是非とも出席させて頂きたく思っており

ましたが、新型コロナウイルスによる感染症対策とい

う今までに経験したことがない状況の中、お伺いする

ことができず、書面に代えさせて頂くことご理解、ご

容赦頂きたく思います。

　早いもので、現在の執行部となって一年が経過しよ

うとしていますが、令和元年度の連合会の事業方針大

綱に基づき策定された事業計画を遂行し、おおむね初

期の目標を達成できたものと考えております。この場

をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。

　今日、世界で蔓延する新型コロナウイルスの影響か

ら、各単位会の会務運営、会員の皆様の業務環境につ

いては、非常に厳しく、制度が始まって以来初めてと

なる試練となっていると感じています。本日の総会開

催へたどり着くまでの、各会の皆様のご苦労は計り知

れないものと推察しております。

　 ６ 月に予定しています連合会総会においても、その

開催方法等については、この非常事態に対応するため、

３ 月より法務省民事局と協議を重ね、開催にこぎつけ

るべく努力を重ねておりますが、全国の会員の皆様方

のご理解とご協力を頂きますようお願いいたします。

　さて、令和元年 ６ 月１２日に司法書士法及び土地家屋

調査士法の一部を改正する法律が公布され、本年中に

施行されることとなっております。土地家屋調査士法

第 １ 条は目的規定から使命規定に改正され、「土地家

屋調査士は、不動産の表示に関する登記及び土地の筆

界を明らかにする業務の専門家として、不動産に関す

る権利の明確化に寄与し、もって国民生活の安定と向

上に資することを使命とする。」となり、同時に土地

家屋調査士法第４２条では「調査士がこの法律又はこの

法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当

該調査士に対し、次に掲げる処分をすることができ

る。」とされ懲戒権者が変更されました。これらは、

土地家屋調査士の資格者としての位置づけとその責任

がより明確にされたものであると思っております。

　また、これに伴い、連合会においては、土地家屋調

査士の実務能力の向上のため実施される各種の研修制

度について、一層の充実に向け鋭意取り組んでいると

ころであります。研修制度の充実を図り、業務受託環

境や事務所の大小に左右されない情報量や倫理観の格

差の少ない業界を目指し、土地家屋調査士一人一人が

研修会に積極的に参加し資質の向上に努めることこ

そ、土地家屋調査士としての使命を果たすことにつな

がると考えます。

　 ６ 月に開催予定の日本土地家屋調査士会連合会定時

総会においては、土地家屋調査士法の一部改正等に伴

う日本土地家屋調査士会連合会会則の改正のほか、役

員選任規則の改正、土地家屋調査士職務規程の新設な

ど大変重要な案件が議案となっております。これまで

改正案について全国会長会議等で意見を伺い検討を重

ねてきたところですが、当該定時総会において承認を

いただきたいと考えておりますので、よろしくご審議
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のほどお願いいたします。

　次に、昨年から所有者不明土地問題に対応するため

開催されている法務大臣の諮問機関である法制審議会

民法・不動産登記法部会に委員として出席し、議論に

参画しているところでありますが、引き続き境界の専

門家である土地家屋調査士として的確に提言や意見を

述べ、民法・不動産登記法の改正に貢献できるよう適

切な対応をとってまいりたいと思います。また、本年

４ 月 １ 日に土地基本法等の一部を改正する法律が施行

されましたが、土地家屋調査士の業務に深く関係する

部分について、積極的な対応をとることとしておりま

す。

　本年は、土地家屋調査士制度制定７０周年を迎えます。

今日までの歩みを振り返るとともに、土地家屋調査士

として国民が安心して暮らせる社会の実現など、何が

できるのかを、改めて考える良い機会にしたいと考え

ております。全国の土地家屋調査士会と日本土地家屋

調査士会連合会との緊密な連携の下、相互の理解と協

力が不可欠となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

　社会的諸問題解決の一翼を担う土地家屋調査士制度

は常に依頼者に最大限に何ができるかを意識し、その

期待や要請に応えていかなければなりません。連合会

は土地家屋調査士政治連盟との協調体制を強く持っ

て、土地家屋調査士制度の充実・発展に向けて全力で

取り組み、役員一丸となって、迅速に邁進する覚悟で

おります。そして、今日の非常事態を克服し、この経

験を将来の土地家屋調査士の糧として生かすことがで

きるよう、努力していきたいと思っています。今後と

も土地家屋調査士会及び会員諸兄の一層のご理解とご

提言を賜りたくお願い申し上げます。

　結びにあたり、本日ご列席の皆様のご健勝と土地家

屋調査士会の益々のご発展を祈念するとともに、新型

コロナウイルスの終息と、この試練を乗り越え一日で

も早く日常の活動に戻れること、そして、令和 ３ 年度

の総会においては、皆様と顔を合わせて制度の発展を

語り合えることを祈念いたしまして挨拶とさせていた

だきます。
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祝 辞
兵庫県司法書士会
会　長 鈴　木　浩　巳

　本日ここに、兵庫県土地家屋調査士会の定時総会が

開催されるにあたり、兵庫県司法書士会を代表してご

祝辞を申し上げます。

　先ずは、兵庫県土地家屋調査士会の定時総会が開催

されますことをお慶び申し上げます。また、日頃より、

兵庫県土地家屋調査士会の皆さまには、当会の活動お

よび当会の会員の業務にご協力いただき、そしてご指

導ご鞭撻を賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、この場を借りまして、兵庫県司法書士会を取

り巻く環境等について、少しお話させて頂きます。

昨年 ６ 月には、「司法書士法及び土地家屋調査士法の

一部を改正する法律」が成立し、本年 ８ 月 １ 日に施行

される予定となっています。

　この改正により、私たちの法律の第 １ 条に「使命規

定」が創設されました。これは、私たちが社会に果た

すべき職責を明文化したもので、それぞれの法律の全

条文の解釈の指針となります。この使命規定が、法律

に明文化されたことは、専門家として果たすべき責任

が極めて重たいものとなったことを意味するものと感

じています。

　今後とも貴会及び法務局との協力のもと、IT化社

会の中における不動産登記制度が国民からより一層信

頼される制度となるように活動したいと考えます。

　今、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、

「緊急事態宣言」が発令されており、残念ながら、兵

庫県がその対象地域（特定警戒地域）に含まれていま

す。経済活動も含め、かつて経験したことのない世界

規模の非常事態に直面しております。これが、日本の

経済、今後の我々の事業に与える影響は、計り知れな

いものと危惧しております。

　この新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴い、当

会の活動も一部停止しております。会員、事務局職員

の健康を守るため、集合形式での研修会や面談の相談

会、親睦事業、その他「三つの密」を伴う事業を中断

し、WEB会議の活用、 WEB研修、無料電話相談、事

務局のテレワーク等に順次切り替えているところで

す。

　貴会におかれましても同様かと存じます。

　この非常事態から学ぶこと、むしろ、私たちが学ば

なければならないことも多いと考えています。報道等

によると、今後、新型コロナウイルスと人類が共存す

る世界も想定されています。

　この非常事態が、私たちの働き方や業務の在り方に

与えた影響は大きいのではないでしょうか。突然の外

出自粛要請で、企業は強制的に在宅勤務を迫られまし

た。多くの企業では出張自粛やテレワークが前提とな

り、そこから、在宅勤務やWEB会議の難しさ、その

他の課題も浮き彫りになりました。また、人々は対面

での面談をできるだけ避けるようになり、今後、ハン

コ主義、各種書面のやり取り、面談主義という概念も

加速して変化していくと思われます。これを機会に、

今後の不動産登記等の業務の在り方などを共に考えて

いきたいと思いますので、ご協力を宜しくお願い申し

上げます。

　最後になりましたが、新型コロナウイルス感染症が

一日も早く収束すること、兵庫県土地家屋調査士会の

定時総会がつつがなく終了すること、ご参集の皆様の

ご健勝を心から祈念いたします。

本日は、誠におめでとうございます。

令和 ２年 第79回 定時総会（祝辞）
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祝 辞
兵庫県土地家屋調査士政治連盟
会　長 高　瀬　義　廣

　兵庫県土地家屋調査士会総会を開催されるにあた

り、一言メッセージを申し上げます。

　令和 ２ 年 １ 月に発生した新型肺炎の感染拡大は、流

行のピークが見えず、国民生活に大きな影響を及ぼし、

４ 月 ７ 日には兵庫県を対象地域とする新型インフルエ

ンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発

せられて以降、 ５ 月２１日にようやく大阪府、京都府と

共に兵庫県も同宣言が解除されるに至りました。ただ

し、世界的には未だ未曽有のパンデミックが進んでお

り、また、全国的にも完全な収束には至っておらず、

いち早いコロナウイルス感染症の収束を願ってやみま

せん。

　このような中、定時総会の開催にあたって刻々と変

化する状況に対応された役員の皆様におかれまして

は、一方ならぬご苦労があったのではないかとお察し

いたします。政治連盟においても当初予定しておりま

した定時大会の開催を見合わせたところであり、今後

収束を待って規模を縮小して開催したいと考えており

ますので、ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたし

ます。

　土地家屋調査士を取り巻く情勢としましては、令和

元年 ６ 月 ６ 日に土地家屋調査士法の一部を改正する法

律案が成立、本年中に施行される見込みであります。

本改正において特筆されるべきは、使命規定として第

１ 条に「土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登

記及び土地の筆界を明らかにする業務の専門家とし

て、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もって国

民生活の安定と向上に資することを使命とする。」と

明文化されたことであります。土地家屋調査士が土地

の境界に関する専門家である明確な根拠となり、社会

的認知度につながるものと考えております。

　さらに、一般競争入札参加資格における入札区分に

「登記関連業務」が新設されました。これについても

今後の公共調達業務の受託推進につなげていく基盤と

なると考えており、今後、本会社会事業部と連携した

活動を行ってまいります。

　このような状況でありますが、何よりも気がかりな

点は新型コロナウイルスに伴う経済への影響であり、

会員の事務所運営にも影響が及ぼされることが予想さ

れます。政治連盟として、政治的な側面からバックア

ップとなるような活動を本年は重点的に行ってまいり

たいと考えております。

　最後になりましたが、兵庫県土地家屋調査士会の

益々の発展と会員皆様のご清栄を祈念し、定時総会開

催にあたってのメッセージといたします。

令和 ２年 第79回 定時総会（祝辞）
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　さる ５ 月２２日（金）午後 ３ 時から兵庫県土地家屋調

査士会地階会議室において令和 ２ 年第７９回定時総会が

開催されました。

　本年度の定時総会は、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止に伴う措置として、会場の規模を大幅に

縮小し会場に入場できる会員の人数を制限する事前登

録制による総会として開催、会員の皆様には積極的な

委任状提出による議決権行使の協力依頼が行われ、欠

席会員のために定時総会の映像をライブ配信しまし

た。

　

　総会は、事前登録された１３名の会員出席のもと、三

嶋副会長による開会の辞、橋詰会長挨拶が行われまし

た。

　引続き、議長に加古川支部北村孝志会員、副議長に

阪神支部和田利明会員が選任され、各副会長及び各部

長による事業報告並びに会務報告が行われた後、第 １

号議案から第 ５ 号議案が審議され、全ての議案が賛成

多数により承認されました。

当日出席会員　１３名、委任状出席会員　５１２　名

第 １ 号議案　令和元年度収支決算報告書承認の件

第 ２ 号議案　令和 ２ 年度事業計画（案）審議の件

第 ３ 号議案　令和 ２ 年度収支予算（案）審議の件

第 ４ 号議案　兵庫県土地家屋調査士会会則一部改正案

審議の件

第 ５ 号議案　兵庫県土地家屋調査士会役員等選任規則

一部改正案審議の件

　

　最後に関和副会長の閉会の辞により、滞りなく総会

は終了しました。

　本年度定時総会は、残念ながら、式典、懇親会の開

催が中止され、各種表彰授与等を行うことが叶いませ

んでした。各種表彰受賞者をご紹介いたしますのでご

確認ください。

　また、本総会に賜りました祝辞等は本会HPに掲載

しておりますと共に、本会会報 ７ 月号においてご紹介

する予定としております。

❖表彰	

神戸地方法務局局長表彰
　門脇　直彦（明石） 甲山　正則（東播）

　関　進一郎（阪神） 林　加奈子（阪神）

　丸山　哲一（東播） 安居　正彦（神戸）

令和 ２年 第79回 定時総会

8

調査士

●　２０２０・7・No. ５63



日本土地家屋調査士会連合会会長表彰
　青木　道人（加古川） 阪田　博和（姫路）

　佐脇　啓修（神戸） 山形　健郎（淡路）

　山端　一寿（明石） 山本　　弘（淡路）

日本土地家屋調査士会連合会会長感謝状受賞
（日本土地家屋調査士会連合会顕彰規程第 ７条 １項第 １号）
　江本　敏彦（神戸） 藤井　十章（阪神）

兵庫県土地家屋調査士会会長表彰
　安西　輝貢（神戸） 岩佐　陽介（東播）

　小池　一公（姫路） 志積　功嗣（神戸）

　髙岡　良夫（但馬） 竹田　　亨（神戸）

　永尾　勝己（姫路） 福本　敬視（淡路）

　細山　慶太（伊丹） 松村　宗人（明石）

　水口　一郎（西播） 本岡　明仁（加古川）

　矢野　将秀（阪神）

日本土地家屋調査士会連合会会長表彰
（日本土地家屋調査士会連合会顕彰規程第 ６条）
　八尾　良美（事務局）
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　令和 ２年度研修会は、本年度発生した新型コロナウイルス感染症対策及び政府方針の新しい生活様式に

対応した完全オンライン研修にて実施いたします。

　オンライン研修の受講にあたっては、新しい研修システム「Zoomウェビナー」を利用いただくことと

なり、まずは同システムを利用するための環境設定（「Zoom」クライアントソフトのインストール等）

を行っていただく必要があります。

　また、同システムを利用して研修受講するためには受講を希望される研修会の都度、事前登録を行って

いただく必要があります。

　つきましては、同システムを利用するための環境設定、研修会受講にあたっての事前登録方法の概要を

下記のとおりお知らせいたしますので、研修会受講にあたって、ご活用いただきますようお願いいたします。

ステップ １　機材・環境の準備

　Zoomウェビナーは在宅研修（研修会場は指定する場合のみ設定）で研修を受けることのできるシステ

ムです。

　ハードウェアはPC、Mac、iPhone、Android、タブレット等に音声出力可能な装置（スピーカー、ヘッ

ドフォン）となっています。

　インターネット接続環境と、メールの送受信を必須とします。

 

ステップ 2　Zoomクライアントのインストール

　公式サイト https://zoom.us/ のダウンロードページよりお使いの環境に合わせたクライアントソフト
のダウンロード、インストールを行います。

ステップ 3　あると便利なもの

　ZoomウェビナーはZoomミーティングとは異なり、マイクやカメラは必要ありません。

　ただし、音声による質問が研修会（講師）によっては可能となっていますので、その場合にはマイクを

ご準備ください。

以上が事前準備です。

研修に参加するには、さらに事前登録が必要です。

Zoomウェビナーによる研修会参加案内
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受講する研修会ごとに事前登録が必要です

　兵庫会や他の多くの団体では研修を事前登録制にしているものがあります。

　これは、事前登録者に対するリマインダー（予定前日に案内メールを送ります）、当日のCPDポイント

計算、欠席の場合のオンデマンド研修案内を行うためのものです。

　こちらは各研修ごとに事前登録URLが異なりますので、本会ウェブサイト、Hyogoプラス等の案内で確

認を行い、ご自身の手でお願いいたします。

　なお、一度ステップ 3までが済んでいる場合は、以降はステップ 4と 5の繰り返しとなります。

ステップ 4　事前登録URLから手続きを

　研修会が近づくと会報Hyogoプラス、本会WEBサイト研修会情報に事前登録案内が掲載されます。

　本会WEBサイト研修会情報は事前登録URLへのリン

クが貼ってありますのでこちらのほうが便利です。

　登録項目は氏名・メールアドレス・所属支部（他会

の方は所属会）・調査士登録番号となっております。

　登録は自動的に処理され、しばらくすると上記メ

ールアドレスに事前登録完了メールが届きます。

 

ステップ 5　参加URLから研修会に参加

　研修会当日はステップ 4で届いたメールに記載された参加URLをクリックすると自動的にZoomクライ

アントが起動し研修会に参加します。

　早めに入室された方は開始時間までしばらくお待ちください。

　なお、外出先などで参加URLの記載されたメール

が見られない場合、Zoomクライアントをインス

トールしたスマホ・タブレットなどからIDとパス

ワードを入力すれば参加可能です。

　その場合はCPDポイントの付与処理が自動では行

われませんので、お手数ですが研修会終了後に事務

局まで参加した際の氏名・メールアドレスをご連絡

ください。
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　令和 ２ 年 ６ 月１６日（火）午前１０時から土地家屋調査

士会館 ３ 階会議室にて令和 ２ 年（第７７回）日本土地家

屋調査士会連合会定時総会が開催されました。

　本年度の定時総会は新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止に伴う措置として、東京近郊の ７ 会の会長

のみの出席により、大幅に規模を縮小して開催され、

第 １ 号議案から第 ６ 号議案までの各議案について審議

可決されました。

議　事：

第 １ 号議案（イ）令和元年度一般会計収入支出決算報

告承認の件

（ロ）令和元年度特別会計収入支出決算報

告承認の件

第 ２ 号議案　日本土地家屋調査士会連合会会則一部改

正（案）審議の件

第 ３ 号議案　日本土地家屋調査士会連合会役員選任規

則の一部改正（案）審議の件

第 ４ 号議案　土地家屋調査士職務規定の制定審議の件

第 ５ 号議案　令和 ２ 年度事業計画（案）審議の件

第 ６ 号議案（イ）令和 ２ 年度一般会計収入支出予算

（案）審議の件

（ロ）令和 ２ 年度特別会計収入支出予算

（案）審議の件

　令和 ２ 年度法務大臣表彰受賞者について

　本年度法務大臣表彰を阪神支部橋詰繁美会員が受章

されました。

　本年は、新型コロナウイルス感染症の影響により連

合会定時総会において式典が中止されたため、本年 ６

月１６日に神戸地方法務局長より授与されました。

第７７回日本土地家屋調査士会連合会定時総会
令和 ２ 年

12●　２０２０・7・No. ５63

調査士



つれづ
れ

　  な
るまま

に
つれづ

れ

　  な
るまま

に 「自転車トレッキングのすゝめ」
　私の数少ない趣味の一つにアウトドアがあります。
　アウトドアで行うのは業務の測量調査ばかりでな
く、ウインタースポーツ、マリンスポーツなど季節の
ものがあります。
　その中で自転車は通年できる趣味と言えます。
　確かに寒い日や暑い日は少々ツラいものがあります
が、それなりの対策をすれば一年中遊べます。
　スポーツ自転車といえば近年ロードバイクがブーム
でした。
   サイクルイベントなどでは色とりどりの高級ロード
バイクが持ち寄られ、その価格は数十万円、中には
１００万円をオーバーするものも珍しくありません。
   が、それも一段落。
　需要が一通り一巡すると、「高いロードバイクを買っ
てもそれで速くなるわけでも、楽になるわけでもない」
ということがだんだんバレてきます。
　そのせいもあり、最近は機能をオフロード系に振っ
たグラベルロードや純粋オフロード車であるマウンテ
ンバイクの人気が高まってきています。
　ひたすら速くカッ飛ぶだけが目的のロードバイクか
ら、自然や路面の起伏を楽しむオフロードバイク。以
前は主に冬の楽しみでしたが、最近は夏場も良いと思
うようになりました。
　というのも、木陰があり、路面からの照り返しが少
ないオフロードは、夏場炎天下の舗装路よりもずっと
快適だからです。
　また、マウンテンバイクはキッズ用が豊富にリリー
スされているので、小さな子どもと一緒にのんびり楽
しむのも簡単です。
　また、スピード命で危険がいっぱいの舗装路より、凸
凹でもスピードが出せないオフロードの方がある意味安全
で、大人も童心に返って遊べるのではないでしょうか。

　ところでマウンテンバイクのブームは米国に端を発
し日本でも３０年くらいに一度ありました。
　その後廃れてしまったのは「走れるオフロードが少
ない」といった事情でした。
　確かにオフロードはハイカーやトレイルランナーと
のシェアが難しいといえます。
　舗装路でも自動車・歩行者・自転車でせめぎ合って
いるのと同様です。
　そこで最近お勧めなのが、サマーゲレンデを利用し
たマウンテンバイクでのオフロード走行。
　スキー場の夏場営業として行っているところが最近
増えていて、ゲレンデでは人を自転車ごとリフトで山
頂まで運び上げます。
　そしてダウンヒルで斜面を駆け下りたり、林道コー
スでトレイルライドを楽しんだりするのです。
　自転車やヘルメット・プロテクターなどのレンタル
も行っており、Eバイクと呼ばれる近年流行の電動ア
シスト・マウンテンバイクのレンタルを行っていると
ころもあるので、脚力に自信がない方でも十分楽しむ
ことができると思います。
　今年は新型コロナウイルスのおかげですっかりステ
イホームが合言葉となってしまい、子どものみならず、
大人の体力減衰も問題になってきていると思います。
　幸い、こうした施設はオープンエアで、比較的密に
なることも少ないので、しばらく続くと思われるアフ
ターコロナの体力維持、レクリエーションに良いので
はないでしょうか？
　新型コロナウイルスの感染拡大防止には三密を避け
ること、とありますが、家族の絆は三密（夫婦の絆、
親子の絆、兄弟姉妹の絆）であるべきで、アフターコ
ロナの社会を家族全員健やかにも乗り切りたいと思い
ます。

（広報部理事　井本　秀典）
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v(^__^)v　初めましてと言いたいところですが ２ 回目

の投稿になります。阪神支部の大石太郎と申します。

前回は、あいさつ代わりに少年時代のあだ名コレク

ションをご覧いただきましたが今回は続編といたしま

して少年時代のあだ名コレクション（マニアック編）

の中から自分で厳選した ３ 例をご紹介します。

※ノンフィクションでありますが今回もつまらない内

容となっておりますのでお急ぎの方は本題までス

ルーしてください。(>__<)/(はっきり言うて)

①反則ぷぅ～太郎…高校時代柔道の授業で試合中に相

手から寝技をかけられ身動きが取れず苦しかったの

で、自分の尻をできるだけ相手の顔に寄せ思いっき

りオ●ラをかまして相手が怯んでる隙に抜け出すと

いう反則技をしていたので、よく審判の先生から反

則!!ぷぅ～太郎と警告を言われていたことから誕生

したあだ名。@(>_<)@

②貧血太郎…高校 １ 年の時にクラスの女子に初告白を

した後、キッチリお断りの返事をもらったショック

もあり仕方がなかったのですが、報告をするために

仲間の元に戻った途端に貧血を起こして ５ 分ぐらい

意識がなくなった事件があり誕生したあだ名。

@(>_<)@

③太郎ちゃん…前回とダブってしまいますが、やっぱ

りこの呼び名が一番親しまれております。これから

も太郎ちゃんをヨロシクお願いします。@(^__^)/

やっほ～

　そろそろ本題に参ります→今回は、 ３ 年程前にした仕

事で水路の官民境界明示作業中の出来事を題材にいた

します。

　午前中の立会いは無事終了し、その日の午後事務所

で別の仕事をしていると突然携帯が鳴ったので出てみ

ると午前中に会った明示担当者でした。

電話中①：【明示担当者】今日はお疲れさまでした。

早速なんですが今日来られていた水利組合長さまの

件なんですが、出席者の署名を確認しておりました

ら呼び方は同一なんですが名前の一字だけが相違し

ているので確認をお願いできますか？

【大石】今日来てくれた水利組合長は依頼人の知って

いる方だったので呼んで頂いたから間違いないはず

やで!!ウチも今日立会い前に本人さんに確認したけ

どなぁ～

【明示担当者】届け出がある氏名が（仮）山口一郎さま

で署名していたただいた方は（仮）山口一朗さまな

ので別人と思いますが？

【大石】そしたら、ちょっと依頼人の方に確認してか

らまた連絡しますわ。ガチャ←※電話の切る音

電話中②：【大石】今日はありがとうございました。

早速なんですが、今日来られていた水利組合長さん

の件なんですが（仮）山口一朗さんじゃなく（仮）山

口一郎さんという方で市の方に届け出があるそうな

んですが、ご存知でしょうか？

【依頼人】（仮）山口一朗さんが水利組合長と思います

けど、（仮）山口一郎さんも存じておりますよ。携

帯持ってる方なので大石さんから電話してもらって

確認してくれますか？ガチャ

電話中③：【大石】ちょっとお尋ねしますが…状況説明

省略

【（仮）山口一郎】私も現在水利組合長やらせてもらっ

ているけど、私どもの村は西地域と東地域で ２ つに

分けて受け持ちをしており、私は西地域の組合長で、

お宅が立会いを求めている場所は東地域の組合長に

依頼してもらわないといけません。

【大石】そしたら東地域の組合長は（仮）山口一朗さん

でよろしいのでしょうか？

【（仮）山口一郎】違う、違う、東地域の組合長は（仮）

阪神支部

大　石　太　郎
何人おんねん？
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熊 門太さんやと思うけど？（仮）熊　門太さんに聞

いてみてくれる？ガチャ

電話中④：【大石】ちょっとお尋ねしますが…状況説明

省略

【（仮）熊　門太】ワシは東地域の西地区の水利組合長

であり、お宅が言っている場所は東地区の人に言わ

んとあかんわ!!!最近役員変更があったんちゃう

か!!!確か（仮）山口一朗さんだったはずやで!!!一朗

さんに電話して立会いしてもらったらいいわ!!! 

【大石】立会いは来て頂いたんですけど、市に届け出

ある水利組合長さんと名前（一字）が相違している

ので市の担当者が人違いでは？と申しておりまして

…省略…確認できましたので失礼します。ガチャ　

V_(^__^)_V（あってるやん!!）

電話中⑤：【明示担当者】大石さんどうでした？

【大石】一から説明してたら時間かかるから一言だけ

言うけど!!!

【明示担当者】はい、なんでしょう？

【大石】水利組合長何人おんねん?!でも結果的に立会

いに来て頂いた（仮）山口一朗さんで良かったみたい

や!!

【明示担当者】了解いたしました。多分、大石さんの

説明で１００％合っていると思いますので、一から説

明してたら時間がかかる内容を報告書にして仕上

がった協定図面と境界標識の遠近写真と共に持って

きて下さい。

【大石】報告書なんか要らんやん!!明示係が保管して

いる名簿に誤りがあるだけやん!!(>__<)/（はっき

り言って）

【明示担当者】よろしくお願いします。ガチャ!!!

　まぁ、大石事務所の間違いじゃなくてよかったんで

すけど、呼び方が同じで名前の一字違いでこんなにヤ

ヤコシイことなる事を思い知った事件でありました。

(^__^)/
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総　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月 ７ 日（火） 法務局新年挨拶 神戸地方法務局 橋詰会長、安居・三嶋・関和・山本各副会長、瓜生総
務部長出席

１ 月１５日（水）
～ １ 月１６日（木） 全国会長会議 東京ドームホテル 橋詰会長出席

１ 月１８日（土） 安否確認訓練 本会会議室 橋詰会長、安居副会長、瓜生総務部長、向井総務副部
長出席

１ 月２４日（金） 総合役員会 本会会議室 周年事業PTメンバーの選任について他

１ 月２７日（月）
兵庫県宅地建物取引業協会創立
６０周年記念式典・祝賀会、令和
２ 年新年互礼会

ANAクラウンプラザ
神戸 橋詰会長出席

１ 月３１日（金） 近畿各会正副会長会議 THE THOUSAND 
KYOTO

橋詰会長、安居・三嶋・関和・山本各副会長、瓜生総
務部長出席

１ 月３１日（金） 近畿各会正副会長・政連会長・
近公連理事長合同会議

THE THOUSAND 
KYOTO

橋詰会長、安居・三嶋・関和・山本各副会長、瓜生総
務部長出席

２ 月１３日（木） 常任理事会 本会会議室 令和 ２ 年度事業計画案及び予算案について他

２ 月１４日（金） 倫理研修会（姫路） 姫路商工会議所 安居副会長、瓜生総務部長、向井総務副部長出席

２ 月１７日（月） 近ブロ総務部会 本会会議室 橋詰会長、安居副会長、瓜生総務部長出席

２ 月２６日（水） 倫理研修会（伊丹） アステ市民プラザ 安居副会長、瓜生総務部長、向井総務副部長出席

３ 月 ３ 日（火） 新入会員面談 本会会議室 １ 名

３ 月 ３ 日（火） 倫理研修会（明石）（WEB研修） アスピア明石 安居副会長、瓜生総務部長、向井総務副部長出席

３ 月 ３ 日（火） 常任理事会 本会会議室 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う令和
元年度第 ２ 回業務研修会の開催について他

３ 月１１日（水） 近ブロ正副会長会議 大阪会会館 橋詰会長出席

３ 月１２日（木） 常任理事会 本会会議室 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う会議
等への対応について他

３ 月１７日（火） 登録証交付 本会会議室 １ 名

３ 月１７日（火） 総務・財務合同部会 本会会議室 令和元年度事業報告について他

３ 月２６日（木） 理事会 本会会議室 令和元年度事業報告、令和 ２ 年度事業計画案及び予算
案について他

４ 月 ９ 日（木） 法務局次長あいさつ 本会会議室 橋詰会長出席

４ 月 ９ 日（木） 常任理事会 本会会議室 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う会議等へ
の対応について他

４ 月１１日（土） 東播支部総会 西脇ロイヤルホテル

４ 月２１日（火） 総務・財務合同部会 本会会議室 令和 ２ 年度定時総会の運営について他

４ 月２４日（金） 西播支部総会 神戸地方法務局龍野
支局

４ 月３０日（木） 淡路支部総会 サンライズ淡路

５ 月 ８ 日（金） 神戸支部総会 本会会議室

５ 月１２日（火） 常任理事会 WEB会議 緊急事態宣言の延長に伴う本会の対応について他

５ 月１５日（金） 近ブロ正副会長会議 WEB会議 橋詰会長、安居副会長出席

５ 月１５日（金） 阪神・尼崎支部総会 西宮神社会館

５ 月２２日（金） 第７９回　定時総会 本会会議室 １３名出席

６ 月１１日（木） 新入会員面談 本会会議室 ２ 名

６ 月１１日（木） 登録証交付 本会会議室 ２ 名

６ 月１１日（木） 常任理事会 本会会議室 新型コロナウイルス感染症への対応について他

６ 月１１日（木） 連合会第７７回定時総会事前説明
会 WEB会議 橋詰会長出席、安居・三嶋・関和・山本各副会長、瓜生・

渡邊・田中・樋口・中山・宮嶋各常任理事出席
６ 月１６日（火） 総務部会 本会会議室 今年度の事業について他

６ 月１６日（火） 連合会　第７７回　定時総会 WEB会議 橋詰会長出席、安居・三嶋・山本各副会長出席

６ 月３０日（火） 但馬支部総会 和田山ジュピターホール

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 令和 ２年 1月 1日
至 令和 ２年 6月30日
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財　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月２４日（金） 監事会 本会会議室 常任理事会、理事会の出席について他

３ 月１７日（火） 総務・財務合同部会 本会会議室 令和元年度事業報告について他

４ 月１４日（火） 監事会 本会会議室 決算監査の打合せ他

４ 月１４日（火） 決算監査 本会会議室 令和元年度決算監査

４ 月２１日（火） 総務・財務合同部会 本会会議室 令和 ２ 年度定時総会の運営について

業　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

２ 月２６日（水） 業務部会 本会会議室 令和 ２ 年度事業計画、予算案について他
３ 月２６日（木） 表示登記研究会 神戸地方法務局 関和副会長、田中業務部長、髙曽業務部理事出席
６ 月２５日（木） 業務部会 WEB会議 今年度の事業について他

広　　　報　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月１６日（木） 国土交通大臣訪問 国土交通大臣室 橋詰会長、三嶋・山本両副会長、樋口広報部長出席

２ 月 ５ 日（水） 広報部会 本会会議室 令和元年度事業について他

３ 月１９日（木） 近ブロ広報部会 京都会会館 樋口広報部長出席

３ 月１９日（木） HP管理室会議 本会会議室 本会HPの改訂について他

４ 月２８日（火） 「登記制度創造プロジェクト」
担当者会同 WEB会議 山本副会長出席

６ 月１０日（水） 神戸新聞事業社との打合せ 本会会議室 橋詰会長、山本副会長、樋口広報部長出席

６ 月１０日（水） 広報部会 WEB会議 今年度の事業について他

６ 月１９日（金） 令和 ２ 年度立命館大学寄付講座
期末レポート課題検討会議 WEB会議 中山研修部長、部屋研修副部長、井本広報部理事出席

研　　　修　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月１５日（水） 研修部会 本会会議室 第 ２ 回選択研修会について他

１ 月２２日（水） 第 ２ 回選択研修会 神戸市産業振興セン
ター ６３名受講

１ 月２２日（水） 第 ２ 回選択研修会 姫路商工会議所 ２９名受講

１ 月２２日（水） 第 ２ 回選択研修会 朝来市和田山生涯学
習センター ２１名受講

１ 月２２日（水） 第 ２ 回選択研修会 洲本市文化体育館 ６ 名受講

２ 月 ４ 日（火） 研修部小部会 本会会議室 同時配信システムについて他

４ 月 ８ 日（水） 研修部会 WEB会議 今年度の事業について他

４ 月２２日（水） 研修部WEBミーティング WEB会議 第 １ 回選択研修会について他

５ 月２７日（水） 研修部ＷＥＢミーティング WEB会議 第 １ 回選択研修会について他

６ 月 ９ 日（火） 研修部ウェビナーテスト 本会会議室及び各事
務所 模擬テスト

６ 月２４日（水） 研修部会 WEB会議 第 １ 回選択研修会について他

６ 月２９日（月） 研修部WEBミーティング WEB会議 第 １ 回選択研修会教材編集会議

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 令和 ２年 1月 1日
至 令和 ２年 6月30日
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社　会　事　業　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月２０日（月） 筆界調査委員任命式 神戸地方法務局

１ 月２０日（月） 筆界調査委員による意見交換会 本会会議室 ４９名出席

１ 月２３日（木） 第２０回あいち境界シンポジウム 名古屋市公会堂
三嶋副会長、宮嶋社会事業部長、今 社会事業副部長、
髙橋・安井両社会事業部理事、前川・戸越・釜江・上
田各社会事業部員出席

１ 月２９日（水） まちづくり事務局委員会 弁護士会館 髙橋委員出席

１ 月３０日（木） 神戸地方法務局との打合せ 神戸地方法務局 宮嶋社会事業部長出席

２ 月 ７ 日（金） 社会事業部会 本会会議室 公共調達受託推進に向けた活動について他

３ 月 ３ 日（火） 筆界調査委員による勉強会 本会会議室 ３４名受講

３ 月２４日（火） 明石市役所訪問 明石市役所 宮嶋社会事業部長、安井理事、釜江社会事業部員出席

３ 月２４日（火） まちづくり事務局委員会 本会会議室 髙橋・宮嶋両委員出席

３ 月２５日（水） 所有者等探索委員による勉強会 本会会議室 ７ 名受講

支 部 長 会
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月２４日（金） 支部長会 本会会議室 各支部の情報交換について他

２ 月１７日（月） 近畿各会支部長会議長等交流会 本会会議室 橋詰会長、安居副会長、春名支部長会議長出席

境界問題相談センターひょうご
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

２ 月 ６ 日（木） 推進委員会 本会会議室 運営状況報告他

２ 月 ６ 日（木） 運営委員会 本会会議室 運営状況報告他

２ 月２２日（土） センター研修会 神戸市産業振興セン
ター ４５名受講

２ 月２８日（金） 近ブロADRセンター長会議 和歌山会会館 髙橋センター長出席

６ 月１８日（木） 運営委員会 本会会議室 運営状況報告他

６ 月１８日（木） 運営委員会 本会会議室 運営状況報告他

周年事業検討ＰＴ
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

１ 月３０日（木） 周年事業検討PT会議 本会会議室 委員長の選任について他

２ 月２０日（木） 周年事業検討PT会議 本会会議室 土地家屋調査士制度制定７０周年記念事業について他

３ 月１０日（火） 周年事業検討PT会議 本会会議室 土地家屋調査士制度制定７０周年記念事業について他

技 術 対 策 委 員 会
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

６ 月１８日（木） 技術対策委員会 本会会議室 継続測量研修会について他

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 令和 ２年 1月 1日
至 令和 ２年 6月30日
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周年事業実行委員会
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

６ 月２６日（金） 周年事業実行委員会 本会会議室 シンポジウムの開催について他

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 令和 ２年 1月 1日
至 令和 ２年 6月30日
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　皆さま、こんにちは。青調会の安西です。

　まさにコロナショックです。緊急事態宣言が解除さ

れ、社会は少しずつ以前の動きを取り戻しつつあるよ

うに思いますが、景気はまだまだ落ち着きません。皆

さまにおかれましては大変な日々をお過ごしのことと

思います。このコロナショックは青調会の活動にも大

きな影響が出てしまいました。昨年、来賓として出席

させていただいた近畿税理士会芦屋支部の総会は、本

年度は来賓席を設けないとの連絡がありました。今年

度から出席予定だった大阪青年土地家屋調査士会の来

賓出席についても同様に。青年司法書士会の総会は ２

月でしたのでこれについては来賓出席することはでき

ましたが、今後はさらに他会との交流事業は実現が困

難になることが予想されます。

　この原稿を書いている時点では私どもの総会は未実

施なのですが、昨年立案していた事業などは白紙にせ

ざるをえず、事業計画は見直しを図ります。

　まずは各支部のエリアで開催していた定例役員会議

ですが、オンライン会議中心に致します。本会や色々

な支部でも『zoom』ソフトを使ったオンライン会議

が実施されています。青調会もこれに倣うかたちを採

ろうと思います。

　研修事業ですが、会場設営での研修開催は当面は実

現することができないと思います。もちろん、ワクチ

ンが開発されるなどの環境改善が確認できれば別です

が、臨床試験から承認までの期間はまだまだかかるよ

うですので、しばらくは期待できそうにありません。

研修についてもオンライン開催を原則に進めて行こう

と思います。『zoom』はPC操作画面を映し出すこと

が可能ですので、CADについての研修を開催し、ソ

フトの細かい操作方法についてQ&Aのような研修を

計画中です。

　また、秋に開催予定の「青年土地家屋調査士会 全

国大会」ですが、これについてはFacebookで随時最

新情報が更新されるようですので、興味がお有りの方

は是非閲覧してみてください。開催の有無はもちろん

ですが、詳細について何か分かり次第私からも発信さ

せていただきます。

 

　最後に青調会からのお知らせです。会員の皆さまに

は既に案内済みですが、青調会では市販のマスクが入

手困難だった期間に阪神支部藤井会員の仲立ちにより

一定数のマスクを確保することができ、希望する方に

有償配布致しました（当時はマスクを店頭で見ること

はほとんどありませんでしたが、現在はどんなお店で

も入手は可能のようです）。この秋～冬には第 ２ 波、

第 ３ 波が十分に想定されるところですので、青調会と

しましては、会員の皆さまに役立つ活動をしていきた

いと思います。決まり次第発信してまいりますので、

よろしくお願いします。

青 調 会 だ よ り 兵庫県青年土地家屋調査士会会長　安西　輝貢 
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支　部

姫
路

入会年月

Ｒ
２
・
３
・
10

かとう　だいち

加藤　大知

登 録 番 号 2 5 2 5

事務所 〒670-0934　姫路市朝日町５８ 測補

T E L 079（282）1130 FAX 079（282）1512

E-mail horsewannabe３１５３@gmail.com
支　部

西
播

入会年月

Ｒ
２
・
５
・
１

まんだい　しんすけ

萬代　新輔

登 録 番 号 2 5 2 6

事務所 〒678-0221　赤穂市尾崎３１２９－ ３ 司
行

測補
T E L 0791（42）5786 FAX 0791（42）1855

E-mail s-mandai@crest.ocn.ne.jp
支　部

神
戸

入会年月

Ｒ
２
・
６
・
１

はやし　ゆうき

林　勇輝

登 録 番 号 2 5 2 7

事務所 〒653-0872　神戸市長田区大日丘町 １ 丁目 ５ － ５ 司
行

測補
T E L 078（798）7634 FAX 078（798）7635

E-mail yhoffice.chaos.m４.sopmod.１１２０@gmail.com

○入会届

○名簿記載事項変更・訂正
登録番号 会員名 名簿記載事項 支部 名簿頁

１９２１ 波戸　聡 （FAX）0799（36）4303 淡路 １４１

２１２２ 瓜生　哲也 （E-mail）3388@ml01.rd-net.jp 阪神 １ 、６１、６３

２４１５ 天野　泰志 （E-mail）y.amano@basil.ocn.ne.jp 神戸 １０、１３

１５００ 矢野　喬司 （E-mail）beetle0211@icloud.com 西播 １１８

２３２２ 藤林　憲 （E-mail）sprg8yf9@ever.ocn.ne.jp 加古川 ９７

２４０４ 淺田　英範 （E-mail）h-asada.office@ares.eonet.ne.jp 伊丹 ５３

２１７３ 向井　明範 （E-mail）akak101jp@yahoo.co.jp 神戸 ２ 、３１

○支部移動届
　（阪神支部→神戸支部）
支　部

神
戸

移動年月

Ｒ
２
・
１
・
24

たぶち　　ふみあき

田渕　文昭

登 録 番 号 2 4 0 9

登録年月日平成２５年 １ 月１０日

事務所 〒654-0026　神戸市須磨区大池町
　　　　　　 ５ 丁目１４－ ３ －１００１

測補

T E L 090（4271）8312 FAX

E-mail harutoma３３２５９@gmail.com
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○事務所変更届
登録番号 会員名 事務所 電話・FAX 支部 名簿頁

２０２３ 福井　実 〒６６０-０８７４
尼崎市西本町 ５ 丁目２５

TEL　変更なし
FAX　０６（６４１１）０４８０ 阪神 ６６

２３７６ 藤田　喜枝
〒６６２-００７５
西宮市南越木岩町
１１－ ６ －３０５号

TEL　変更なし
FAX　変更なし 阪神 ４５

２４１２ 丸山　敦司
〒６７０-０９９５
姫路市土山東の町 ２ －１０
永和ビル １ Ｆ

TEL　変更なし
FAX　変更なし 姫路 ７０、８４

２０４４ 荻田　雅仁
〒６６６-００１３
川西市美園町 １ － ３
川西宝泉ビル２０８

TEL　０７２（７６４）６３１６
FAX　０７２（７６４）６３２４ 伊丹 ５４

２４１５ 天野　泰志

〒６５０-００１２
神戸市中央区北長狭通
５ 丁目 ３ － ９
中村ビルディング４０１号室

TEL　０７８（３６７）６５３５
FAX　０７８（３６７）６５３４ 神戸 １０、１３

２４５８ 齋藤　秋人
〒６５８-００４７
神戸市東灘区御影 ２ 丁目
２ － ５ －４０３

TEL　変更なし
FAX　変更なし 神戸 １０、１９

２４６８ 矢野　太作
〒６５４-０１２１
神戸市須磨区妙法寺池ノ内
８２９－ １

TEL　変更なし
FAX　０７８（２２３）６６９５ 神戸 １１、３２

２２５６ 中山　善弘 〒６５９-０００３
芦屋市奥池町２８－ ６

TEL　０７９７（２６）８２２４
FAX　０７９７（２６）８２２５ 神戸 ２５

２３０７ 木田　裕敏 〒６５１-２１１４
神戸市西区今寺３５－１４

TEL　０７８（９７４）１９８５
FAX　０７８（９７４）１９８６ 明石 １０５

○退会届
登録番号 会員名 退会年月日 事　由 支部 名簿頁

２０６９ 工藤　久 R ２ ．１ ．１０ 退会（大阪会へ移動） 神戸 １９、１５６

２３２０ 遠藤　好英 R ２ ．１ ．２０ 退会（愛知会へ移動） 神戸 １５、１５４

２４９３ 猪飼　忠嗣 R ２ ．１ ．３１ 廃　業 姫路 ７２、７４、１５３

２５２０ 吉田　珠美 R ２ ．３ ．２ 退会（大阪会へ移動） 姫路 ８５、１６４

１５５５ 多田　豊 R ２ ．３ ．３１ 廃　業 神戸 ２３、１５９

１７３９ 世良田　一弘 R ２ ．３ ．３１ 廃　業 明石 １０６、１５８

１５３１ 塚越　忠男 R ２ ．４ ．２４ 廃　業 神戸 ２４、１５９

１９１９ 亀井　康裕 R ２ ．５ ．３１ 退　会 神戸 １８、１５６
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①兵庫県姫路市
②農工商バランスのとれた住みや

すいまち（姫路市）
③グリル天平の姫路肉汁ハンバー

グ
④晩酌
⑤ドライブ
⑥少し乗馬できます。

①神戸市垂水区出身です。
②実際に住んでいるところは、か

なり山奥なのですが、人気（ひ
とけ）の無さがクセになります。

　（神戸市長田区）
③基本的に、昼食は自宅で摂りま

す。
④ビールです。

⑦この度、兵庫県土地家屋調査士会に入会させて頂き
ました、加藤大知と申します。土地家屋調査士とし
て未熟な私ではありますが、皆様のご指導、ご鞭撻
のほどよろしくお願いいたします。

⑤朝から酒を飲むのが好きです。
⑥ギターを弾けることです。（歴２１年）
⑦不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、

もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与する
ことができるよう、邁進致します。

～訃　報～　つつしんでご冥福をお祈りいたします。

淡路支部　森本　秀樹 殿（享年６９歳）
は、令和 ２ 年 １ 月２２日にご逝去され
ました。

（昭和５７年 ５ 月２７日入会）

神戸支部　安藤　道夫 殿（享年６６歳）
は、令和 ２ 年 ２ 月２４日にご逝去され
ました。

（平成１１年 １ 月２０日入会）

新 入 会 員
ア ーン ケ ト

①出身地はどこですか？　　②あなたの住んでいるまちの自慢をしてください。
③現場でのお気に入りランチのお店とメニューを教えてください。
④仕事から帰ってのお楽しみは？？　　⑤好きな休日の過ごし方は？
⑥ちょっぴり自慢出来ることを教えてください。
⑦最後に土地家屋調査士としての意気込みをお願いします。

姫路支部 神戸支部
加藤　大知 林　勇輝
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　広報部員になってあっという間に １ 年が過ぎまし

た。感想としては、業務を行いながら両立されている

広報部の皆さんが凄いなと思います。

　広報部員として、記事の校正作業に携わるようにな

ってから、初めて広報誌の中身を見るようになりまし

た。今までは、事務所に送られてきてそのままお蔵入

りしていたのですが…反省です。

　そろそろ、インターンシップの時期になりますが、

今年はコロナの影響でどうなるのか気になるところで

す。東京では、新たな感染者が再び増加傾向にあるの

で、何とか減少に向かってインターンシップ事業を実

施できる状況になって欲しいと思っております。

（広報部員　矢野　太作）

　本会広報部に配属され １ 年が過ぎ、 ２ 年目にはいり

ました。樋口部長、山本副部長、山本副会長、井本理

事をはじめ、素晴らしい部員の皆様のおかげで何とか

ここまで来ることが出来ました。新型コロナウイルス

の影響もあり大変ですが、あと残りの時間も大切に広

報活動を頑張りたいと思います。

　広報部の作業の一つに会報の作成・校正があります。

私の担当が今月号の編集後記であることは昨年 ６ 月の

広報部会で決まりました。前もって準備するには十分

すぎる時間があったにもかかわらず結局、何の準備も

出来ず、直前になりあわてて何を書こうか考えている

次第であります。リレーエッセイも同じで、 ２ 回まわ

ってきましたがギリギリまで何を書こうか考えていま

した。考えたところで文才も文章力もない私にはこの

程度のものになってしまいます。でも次の記事もある

ので、無い知恵を絞って準備しようと心に決めました。

（広報部員　岩佐　陽介）

編集後記
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補助者証の更新手続について

　現在、会で発行している補
助者証は左記のタイプです。
発行日と有効期限の記載があ
ります。今、ご使用になって
いる補助者証の日付をご確認
下さい。また、以前のタイプ
の補助者証をお使いの方、有
効期限が切れている方は大至
急！更新手続をお願いいたし
ます。手続方法は下記の通り
です。

●有効期限満了の３か月前から交付の請求ができます。
●今、お使いの補助者証のコピーと写真（３㎝×４㎝、1枚）を揃えて、事務局までお申し出下さい。
●できあがり次第郵送いたします。（作成にお時間を頂きます）
●更新手続に於いて、料金は発生いたしません。

土地家屋調査士補助者証

事務所所在地
　○○○○○○○○

兵庫県土地家屋調査士会

●●　●●

● ● ● ●

土地家屋調査士氏名
登録番号　兵 庫　第×××号
電話番号　××××－××－××××
発 行 日　平成25年1月1日
有効期限　発行日から5年間　発行番号×××番
左の者は当会会員上記土地家屋調査士の
補助者であることを証する昭和55年12月31日生

注意事項

1．本証は業務執行中常に携帯すること。
2．本証は他人に貸与してはならない。
3．退職したときは、15日以内に本会に返納す
ること。

4．記載事項に変更を生じた場合は、15日以内
に本会に提出し訂正を受けること。

兵庫県土地家屋調査士会　電話 078－341－8180

有効期限は発行日から
５年です！

お し ら せお し ら せ
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第23回 調査士兵庫に参加してプレゼントを当てよう！！

クイズに挑戦し、答えが分かった方は解答欄にご記入の上、必要事項・アンケートと共に兵庫県土地家屋調
査士会事務局までファックスにて送って下さい。締め切りは8月31日（月）です。
正解者の中から、今回は抽選で「広報部が選ぶ美味しいもの」をプレゼントします。
前回は正解者の中から抽選で3名の方に賞品を発送しました!!

FAX番号　０７８－３４１－８１１５

ありがとうございました。今後の会報編集の参考にさせていただきます。 なお、プレゼント当選者の発表は商品の発送にかえさせていただきます。

住　所　〒

氏　名 職　　業

この会報をどこで見ましたか？ 興味があった記事を教えて下さい

会報にて企画して欲しい事などがあればご自由にお書き下さい。

「夏の音」にちなんだクロスワードです。タテ・ヨコのカ
ギをヒントにパズルを解き、グレーのマスに入った
5 文字を並べかえてテーマに関係のある言葉にしてくだ
さい。

1　夕立の前に、ゴロゴロ～
2　オーリャー！　山車に結んで引っ張る
3　ヒュードロドロ。草木も眠る…いつ？
4　流鏑馬で矢をつがえ、ヒュー、バン！
5　暑がりだから、汗も出やすくって
6　パチンとプルタブ、泡立つ苦みがうまい
9　ホテルや旅館。花火が見える部屋がい
いな

10　草履パタパタ、下駄カラコロと、○○音
13　「のれん」もあります
14　モネの有名な絵。開花時に音を立てる？
16　ブ～ン、○○○マットや○○○線香で
　　撃退
17　上でドンドコ♪　囲んで盆踊り
19　揺れる吊り橋、初めの○○○が踏み出
せない

21　さえずりは、オスから○○へのラブコー
ル？

22　フラメンコダンサー、タタタン！と踏
み鳴らす

題題
問問

締め切り：8月31日

タテのカギ
1　しんとした湖畔の森の中、のどかな鳴

き声
4　バスタブから落として、ピカピカキュ

ッキュ
7　逆から読んでも「○○大波」ザッブーン
8　屋形船で納涼会。ペンペン～♪粋ですね
10　風は通すけど虫は通しません
11　ブルーチーズのブルーな部分
12　キャー！　肝試しに最適、標本などが

ある教室
14　水しぶきを上げて、雪上ではなく水上

○○○
15　「音」にも○○○とウェットがあるのね
16　炭火でジュージュー、甘辛うなぎ
18　アロハオエ～♪　揺れる花輪
20　ロックアイスを挟んでグラスへ、カラン
21　ツルツル～、そうめんにつけるのは
23　飯ごうで炊いて、カレー○○○
24　叩く音？…いいえ「失敗」のこと

ピカチュウ

ヨコのカギ

前回
　  の
　 解答解答欄

タケトリ ソウコ
イ ム シカ ゴマ
ヨセ ツイ ピキ
ウツワ ポー タ
シラキ ナカマ

カユ ヤチ ツボ
マウス マツチヨ
エ キ ネツ ヤリ

（

キ

リ

ト

リ

）
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橋　詰　繁　美

（市営地下鉄）

高速神戸駅

湊川神社

バスターミナル

至長田

神戸
地方裁判所 弁護士会館

兵庫県土地家屋調査士会館中央体育館 司法書士
会館

大倉山駅

三井住友銀行 至三
ノ宮

至明
石

N

JR
神戸
駅

おかげさまで70周年


